
展示改修業務に関する特約 

 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される業務委託契約（以下「この契約」という。）

と一体をなす。 

（検査及び引渡し） 

第２条 受注者は、製造の完成後、物件を納入し、又はその設置が完了したときは、その

旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は検収員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から、 

１０日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、製造の完成を確認す

るための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、製造が前項の検査に合格したときは、物件の引渡しを受けるものとする。 

４ 受注者は、製造が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなして前３

項の規定を適用する。 

（契約不適合責任） 

第３条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替

物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分

の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、

発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすること

なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 



（契約不適合責任期間等）  

第４条 発注者は、引き渡された物件に関し、契約不適合であることを知った日から１年

以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由とした履

行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除又は損害賠償の請求（以下 この条に

おいて「請求等」という。）をすることができない。 

２ 発注者は、請求等を行うときは、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定

の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者に契約不適合についての責任を問う意思を

明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項に規定する請求等が可能な期間（以下この項及び第６項において「契

約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場

合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求

等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の理由となる契約不適合に関

し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることが

できる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は 重過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところに

よる。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求

等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと

きは、この限りでない。 

８ 発注者は、引き渡された物件の契約不適合が発注者又は監督職員の指示により生じた

ものであるときは、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただ

し、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 


